
北海道介護支援専門員協会

令和7年度

住所地特例に係る認定調査に関するニーズ把握調査結果

このアンケートは道内179市町村に対しメールにより、協会が設

定した設問に対しアンケートフォームより回答してもらう形で

令和7年11月6日～20日までの間に実施した。

回答数は92市町村で回答率は51％であった。
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市町村名 在宅 施設 市町村名 在宅 施設 市町村名 在宅 施設

1 5500 3300 36 4000 1500 71 3300 3300

2 8800 8800 37 4400 3300 72 5500 5500

3 6000 6000 38 4747 4747 73 8800 8800

4 3850 2200 39 4000 2500 74 4400 3300

5 8800 8800 40 4400 2200 75 5000 3000

6 4400 3300 41 5000 7000 76 8800 8800

7 6000 6000 42 3000 5000 77 5000 2500

8 4400 3300 43 3500 3500 78 5500 5500

9 4400 3300 44 4000 3000

10 4400 3300 45 5500 4747

11 4500 3000 46 5000 5000

12 5000 3000 47 4000 4000

13 4400 3300 48 4000 3000

14 8000 8000 49 7000 8000

15 6100 4100 50 7000 4000

16 3700 2000 51 8800 2200

17 2000 3000 52 8800 8800

18 3000 2000 53 6000 3000

19 8800 8800 54 5500 2750

20 4400 2750 55 5000 2500

21 4500 4500 56 6600 6600

22 4000 2500 57 4000 3000

23 4400 3300 58 6000 3000

24 8800 8800 59 5000 2500

25 3300 3300 60 6400 2750

26 8800 8800 61 5000 5000

27 4950 4950 62 4000 2500

28 4000 2500 63 4400 2750

29 3850 3300 64 4400 2750

30 4400 4400 65 5000 2500

31 4400 4400 66 4400 2750

32 3300 1650 67 5500 2750

33 4000 3000 68 4400 4400

34 4400 5500 69 4400 2750

35 4400 1650 70 3300 2200
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■総括（考察）

本調査は、住所地特例に係る認定調査業務が保険者にとって負担となっている実態を把握する

とともに、当会が事務受託法人として当該業務を受託するニーズの有無を検証することを目的と

して実施したものである。

調査結果から、認定調査業務については、多くの市町村において件数自体は限定的であるもの

の、他市町村との調整や個別対応を伴う業務であり、件数の多少にかかわらず一定の事務負担が

生じている実態が確認された。さらに、地域や人口規模、施設の集積状況などにより業務量や負

担に差が生じており、負担の偏在もみられる状況である。

また、認定調査の実施体制については、介護保険担当課を中心としつつも、委託調査員や地域

包括支援センター、居宅介護支援事業所等、複数の主体によって担われており、自治体ごとに運

用が異なるなど、統一された仕組みには至っていない実態が明らかとなった。

加えて、調査依頼から報告までに一定の期間を要していることや、委託先の確保に時間を要する

こと、契約事務や様式の違いによる事務負担など、調査業務そのものに加え、周辺業務も含めた

複合的な負担が存在していることが確認された。これらは認定結果の遅延にも影響を及ぼし、結

果として被保険者やケアマネジャーの負担増大にもつながっている可能性が示唆される。

さらに、委託単価については自治体間でばらつきが大きく、統一的な基準が存在しないこと、

また委託理由として人的資源の不足や地理的条件による制約が多く挙げられていることから、認

定調査業務は個別対応に依存した構造的課題を抱えているものと考えられる。

一方で、外部委託に関する意向としては、「委託したい」または「条件が合えば検討したい」

とする自治体が過半数を占めており、一定のニーズが存在していることが確認された。加えて、

委託にあたっては、委託先の確保や調整機能、調査の質の担保、迅速な対応などが求められてお

り、単なる業務委託ではなく、包括的な支援体制への期待があることが明らかとなった。

これらの結果を総合すると、住所地特例に係る認定調査業務については、

・保険者にとって一定の負担となっていること

・その負担が構造的・広域的な課題として存在していること

・外部委託に対する一定のニーズがあること

が確認され、本調査における仮説は一定程度裏付けられたものと考えられる。

その上で、当会は北海道内のケアマネジャーによる職能団体として、会員ネットワークを活用

し、地域の実情に精通した人材を各地に配置できる強みを有している。この特性を活かし、広域

的かつ機動的に認定調査を実施できる体制を構築することで、委託先確保の課題解消や業務負担

の軽減、さらには認定調査の質の担保にも寄与することが期待される。

以上のことから、当会が事務受託法人として認定調査業務を受託することは、制度運用の円滑

化および保険者の負担軽減に資する有効な方策の一つとなり得るものであり、今後の事業化に向

けた検討を進めていく意義は大きいと考えられる。
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■事業化に向けた主な課題

一方で、受託事業化にあたっては、以下のような課題について整理・検討が必要である。

（１）適正な委託単価の設定

委託単価には自治体間で大きなばらつきがあることから、業務内容や移動距離、人件費等を踏

まえた適正な単価水準の設定が必要である。特に、継続的かつ安定的な事業運営を可能とする水

準の確保が重要となる。

（２）調査品質の確保と標準化

自治体ごとに様式や運用が異なる中で、一定水準の調査品質を確保するためには、研修体制や

マニュアル整備、点検体制の構築など、標準化に向けた取り組みが求められる。

（３）迅速な対応体制の構築

認定結果の遅延が課題となっている中、一定期間内で確実に調査・報告を行うためのスケ

ジュール管理や人員配置など、安定した運営体制の整備が必要である。

（４）広域的な調整・マッチング機能の整備

委託先の確保が課題となっていることから、依頼と受託を円滑につなぐ調整機能や、対応可能

地域の把握・管理など、一元的なマッチング体制の構築が求められる。

（５）契約・事務手続きへの対応

自治体ごとの契約条件や様式の違いに対応するため、事務処理の効率化や柔軟な運用が可能な

体制整備が必要である。

（６）人材確保と持続可能な運営

会員ネットワークを活用した調査員の確保に加え、継続的に人材を確保・育成できる仕組みの

構築が不可欠である。
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